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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月17日(2013.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手荷物ケースの本体の少なくとも一部分を形成する第１のワイヤフレーム要素と、
　前記第１のワイヤフレーム要素の少なくとも一部分を収納するポケットを画定する内側
材料と、
　外側材料と、
　を備え、
　前記外側材料は、前記第１のワイヤフレーム要素の、前記外側材料の主パネルと端部パ
ネルとの間の肩部を形成する少なくとも一部分の周りで湾曲し、
　前記外側材料は、実質的に、前記外側材料が、前記第１のワイヤフレーム要素の、前記
外側材料の主パネルと端部パネルとの間の肩部を形成する少なくとも一部分の周りで湾曲
する場所で、前記第１のワイヤフレーム要素を前記外側材料へ取り付けることによる不連
続構造がない
　手荷物用ケース。
【請求項２】
　前記第１のワイヤフレーム要素の、前記外側材料の主パネルと端部パネルとの間の肩部
を形成する少なくとも一部分は、前記第１のワイヤフレーム要素の中央部分を備える請求
項１に記載の手荷物ケース。
【請求項３】
　前記内側材料は織物を備える、請求項１および２のいずれかに記載の手荷物ケース。
【請求項４】
　前記内側材料は１つまたは複数の構造部材を収納するように構成された１つまたは複数
のポケットを画定する、請求項１～請求項３のいずれかに記載の手荷物ケース。
【請求項５】
　前記構造部材は１つまたは複数のプレートとして構成されている、請求項４に記載の手
荷物ケース。
【請求項６】
　前記内部材料及び前記外側材料に少なくとも一部で取付られた第２のワイヤフレーム要
素を更に備え、
　前記１つまたは複数の構造部材は、前記第２のワイヤフレーム要素から離れるように前
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記第１のワイヤフレーム要素を付勢し、
　前記１つまたは複数の構造部材は、構造的弾性材料で形成されている、請求項４および
請求項５のいずれかに記載の手荷物ケース。
【請求項７】
前記外側材料が、前記第１のワイヤフレーム要素の中央部分を覆って配置された第１の部
分と、前記第１のワイヤフレーム要素の角部分を覆って配置された第２の部分とを備える
、請求項１～６のいずれか１項に記載の手荷物ケース。
【請求項８】
　第１のワイヤフレーム要素で手荷物ケースの形状の少なくとも一部を形成し、
　前記第１のワイヤフレーム要素の少なくとも一部を前記手荷物ケースの形状の少なくと
も一部に位置させ、
　外側材料で前記第１のワイヤフレーム要素を覆って前記手荷物ケースの外壁を形成する
、
ことを含み、
　前記外側材料は、前記第１のワイヤフレーム要素の、前記外側材料の主パネルと端部パ
ネルとの間の肩部を形成する少なくとも一部分の周りで湾曲し、
　前記外側材料は、実質的に、前記外側材料が、前記第１のワイヤフレーム要素の、前記
外側材料の主パネルと端部パネルとの間の肩部を形成する少なくとも一部分の周りで湾曲
する場所で、前記第１のワイヤフレーム要素を前記外側材料へ取り付けることによる不連
続構造がない
　手荷物ケースの製造方法。
【請求項９】
　前記第２のワイヤフレーム要素を前記第１のワイヤフレーム要素から引き離すことをさ
らに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のワイヤフレーム要素をベントワイヤフレームに形成し、
　前記内側材料のために織物を供給する
　ことをさらに含む、請求項８および９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記外側材料は、前記外側材料の前記主パネルと前記端部パネルとの間の前記肩部を形
成する前記第１のワイヤフレーム要素の少なくとも一部分の長さ分、湾曲する、請求項８
～請求項１０の何れか１項に記載の方法。
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